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特殊車両関連システム
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申請者向け



今回のシステム改修では、申請の作成・再利用をしやすくし、通行条件や算定結果を分かりやすくすることを目的として、

通行確認制度および通行許可制度に関する機能改善を行いました。

主な機能改良

はじめに（機能改良の概要）
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【特車通行確認制度】特車通行確認システムを利用する方 【特車通行許可制度】特車通行許可システムを利用する方

① 1回の申請で登録できるトレーラ台数を拡張しました。
（最大5,000台まで申請可能）

② セミトレーラ連結車について、リアオーバーハングおよ
びはみ出し長さを、分かりやすい画面で入力・確認でき
るようにしました。

③ 過去に発行された回答書の内容を参照し、新たな申請を
作成できるようになりました。

④ 回答書に、現地の通行規制や道路状況に従って通行する
旨の注意書きを追記しました。

⑤ 有効期限内の回答書について、道路条件に影響しない範
囲で、トレーラの追加・削除・入替が可能となりました。

① 更新申請時の入力内容の取扱いを明確化しました。
（更新申請では、申請者情報の変更や経路反転は行えません）

② 申請内容が通行確認制度の対象となる場合に、通行確認
制度を利用できる旨の案内メッセージを表示するように
しました。

③ 許可証に、現地の通行規制や道路状況に従って通行する
旨の注意書きを追記しました。

◼ 通行許可制度と通行確認制度の違い

・通行確認制度：条件を満たす場合に、システムが自動判定し「回答書」が即時発行される制度

・通行許可制度：道路管理者による審査※を経て、「許可証」が発行される制度

※許可発行まで約1ヶ月を要します（令和6年度実績）

➢ 申請内容が通行確認制度の対象となる場合には、申請画面上に「通行確認制度が利用可能である旨の案内メッセージ」が表示されます。
案内が表示された場合は、通行確認制度の利用もご検討ください。
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令和８年３月リリースのシステム機能改良項目（1/2）

◼ 通行確認制度における申請手順と主な改良点

STEP①

利用者IDの取得
（初回のみ）

STEP②

車両の登録

改良①

STEP③

通行可能経路の
確認

STEP④

車両グループの
設定

改良②

STEP⑤

手数料支払い・
回答書の発行
改良③
改良④

STEP⑥

通行可能経路の
閲覧

改良⑤

No. 改良概要 システム 効果 頁

改良①

申請可能なトレーラ台数の拡張
• 1回の申請で登録できるトレーラ台数の上限を拡張
• 多数のトレーラを使用する場合でも、まとめて登録・申請が可能

通行確認

台数制限緩和 P5~

改良②

入力画面の分かりやすさ向上（リアオーバーハング・はみ出し長さ）
• セミトレーラ連結車のリアオーバーハング、はみ出し長さの入力改善
• 画面上で内容を確認しながら入力できる構成に改善

入力ミス防止 P7~

改良③

回答書の再利用
• 1有効期限内の回答書を参照し、車両構成・積載条件・経路条件を

引き継いだ申請を作成可能

申請効率化
(再入力不要)

P10~

改良④

回答書への注意書きの追記
• 回答書に、現地の通行規制や道路状況に従って通行する必要がある旨

の注意書きを追記
• 工事や災害等による通行条件の変化に留意することを明確化

注意喚起強化 P17~

改良⑤

車両の追加・削除・入替
• 有効期限内の回答書について、道路条件に影響しない範囲でトレーラ

の追加・削除・入替が可能
• 新規申請は不要、回答書番号・有効期限はそのまま利用可能

再申請不要
(即時対応)

P19~
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令和８年３月リリースのシステム機能改良項目（2/2）

◼ 通行許可制度における主な改良点

No. 改良概要 システム 効果 頁

改良①

更新申請時の入力内容の取扱いの明確化
• 更新申請は、既存の許可内容を前提に、許可期間のみを更新する手続

であることを明確化（更新申請では、申請者情報の変更や通行経路の
反転は行えない）

通行許可

入力範囲明確 P23~

改良②

通行確認制度への案内メッセージ表示
• 申請内容が通行確認制度の対象となる場合に、通行確認制度を利用で

きる旨の案内メッセージを表示
• 申請者が制度の選択肢を把握しやすい構成に改善

制度選択支援
P25~

改良③

許可証への注意書きの追記
• 許可証に、現地の通行規制や道路状況に従って通行する必要がある旨

の注意書きを追記
• 工事や災害等による通行条件の変化に留意することを明確化

注意喚起強化 P27~

※ システム改良作業により、以下の期間でシステム稼働（機能全般）を停止します。

 本システムをご利用の皆様へはご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

○ システム停止期間：令和8年3月27日（金）18：00～3月30日（月）9：00 (予備日：3月30日(月)日中)

※システム停止明けより、システム追加機能をご利用いただけます。
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申請可能なトレーラ台数の拡張

（確認改良①）

多数の車両を一度に申請できるようにし
申請作業の手間を削減します

確認制度
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（確認改良①）申請可能なトレーラ台数の拡張

・
・
・

積載貨物重量・積載時寸法設定画面

✓ 本画面では、経路確認申請に使用する車両につ
いて、貨物を積載した状態での重量および寸法
（高さ・長さ等）を入力します。

✓ セミトレーラの場合は、入力内容を複数車両に
一括反映できる機能も利用できます。

改良後

➢ 最大5,000台まで登録可能

【改良内容】

⚫ 通行確認制度において、1回の申請で登録できるトレーラ台数の上限を拡張しました。
⚫ これにより、多数のトレーラを使用する場合でも、申請を分割することなくまとめて申請できます。

【効果】

➢ 多数の車両を一度に申請できるようにし、申請作業の手間を削減します。
※ 本対応は、通行確認制度の対象となる申請に適用されます。

<Check！>
1回の申請で登録できるトレーラ台数を拡張
➢ これまで：最大256台まで

➢ 改良後：最大5,000台まで（拡張）
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入力画面の分かりやすさ向上
（リアオーバーハング・はみ出し長さ）

（確認改良②）

入力内容を確認しやすくし、入力漏れや
誤入力を防止します

確認制度
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（確認改良②）入力画面の分かりやすさ向上（リアオーバーハング・はみ出し長さ）

積載貨物重量・積載時寸法設定画面

✓ 本画面では、申請において設定した積載貨物重量
やはみ出しに関する型式別の設定内容を一覧から
確認します。

改良後

➢ セミトレーラ一括反映の登録が可能

➢ 注釈の記載事項を確認ください

➢ リアオーバーハング、はみ出し長さ
の項目を追加

➢ リアオーバーハングは自動計算値を
初期値として表示

【改良内容】

⚫ セミトレーラ連結車について、リアオーバーハングおよびはみ出し長さの入力項目を分かりやすい
画面に改善しました。

⚫ これにより、申請者が入力内容を画面上で確認しながら、正しく入力できる構成としています。

【効果】

➢ 入力内容を確認しやすくし、入力漏れや誤入力を防止します。
※入力内容は車両長さ緩和判定に使用されるため、実際の積載状態に基づき入力してください。
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■ セミトレーラ連結車の入力方法の改善

➢ 登録時にエラーメッセージが表示された場合は、画面の案内に従い、
入力内容（重量・寸法・車両の組合せ等）を確認してください

➢ 入力内容を修正することで、再度申請を進めることができます

<Check！>
入力内容の整合性を確認するため、はみ出し長さ・リアオーバーハングとト

レーラ長さの関係をチェックします。
以下の場合、入力内容の見直しを促すエラーメッセージが表示されます。

 ①はみ出し長さがリアオーバーハング以上の場合
 ②はみ出し長さがトレーラ長さ以上の場合

➢ リアオーバーハングは登録車両の車両諸元から求めた
計算値、はみ出し長さは「0」が初期表示されます

➢ 積載物が車両から後方にはみ出す場合は、数値を修正
してください。

○リアオーバーハングは、トレーラ後軸の旋回中心から
積載物後端までの長さです

○はみだし長さは、トレーラ後端から積載物後端までの
長さです

（確認改良②）入力画面の分かりやすさ向上（リアオーバーハング・はみ出し長さ）
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回答書の再利用

（確認改良③）

申請内容の再入力を不要とし、申請作業の
効率化を図ります

確認制度
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（確認改良③）回答書の再利用

【改良内容】

⚫ 過去に発行された回答書の内容を参照し、車両構成や積載条件、経路条件を引き継いだ申請を作成
できるよう改善しました。

⚫ 同様の条件で申請する場合、一から入力し直すことなく申請が可能になります。

【効果】

➢ 申請内容の再入力が不要となり、申請作業の手間・時間を削減します。
➢ 既存の回答書内容を活用することで、入力ミスや設定漏れを防止します。
※本対応で再利用できるのは、有効期限内の回答書に限られます。

操作の流れ
（再利用）
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（確認改良③）回答書の再利用

確認済経路一覧画面

✓ 本画面では、これまでに確認が完了した通行可能経路（回答書）を
一覧で確認できます。

✓ 一覧から、通行可能経路の表示や通行可能経路マップ・回答書の
ダウンロードができます。

➢ 一覧から再利用（参照）する申請
を「選択」ボタンをクリック

新規項目

既存回答書参照申請画面（新設）

■ 発行済み回答書を参照した新規申請の作成方法

➢ 注意点を確認し、経路確認名称・通行期間
を設定し、「次へ」ボタンをクリック

✓ 発行済み回答書を参照して新規申請を開始できます。
✓ 本画面では、参照申請に関する注意事項の確認およ

び通行期間、経路確認名称の入力を行います。

✓ 参照可能な車両が
1台も存在しなかった場合に表示します。

参照不可ダイアログ(新設)

参照不可車両確認画面（新設）へ

経路確認車両情報確認画面へ

✓ すべての車両が参照可能な場合に表示します。

✓ 一部の車両が存在しなかった場合に表示します。
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■ 発行済み回答書を参照した新規申請の作成方法（続き）

（確認改良③）回答書の再利用

✓ 本画面では、参照申請時に使用できない車両を確認します。

参照不可車両確認画面(新設)

✓ 本画面では、新規申請に設定された経路確認車両の内容を確認します。
✓ 参照または入力された車両情報を確認し、経路設定へ進むための操作を

行います。

経路確認車両情報確認画面

✓ すべての車両が
参照可能な場合

✓ 一部の車両が
存在しなかった
場合

参照可能ダイアログ(新設)

✓ 起点・終点・経由地点が全て
複製された場合に表示されます。

経路抽出方法選択画面へ

➢ 「経路設定へ」ボタンを
クリック

➢ メッセージを確認し、
「次へ」ボタンをクリック

車両設定～積載貨物指定
(画面の変更はありません)

✓ 申請者情報を表示します。

➢ 「確認」ボタンを
クリック

申請者情報設定画面

✓ 車両の追加/削除、積載貨物の
設定、積載時寸法の入力を
行います。
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■ 発行済み回答書を参照した新規申請の作成方法（続き）

（確認改良③）回答書の再利用

参照不可ダイアログ(新設)

➢ 「経路設定へ」ボタンをクリック

✓ 起点・終点・経由地点の一部が複製できなかった場合に表示されます。

➢ 複製できなかった地点のみ、再設定を実施

<Check！>
• すべて再入力する必要はありません。

→ 複製できなかった地点のみが再設定対象です。

• 原因は最新の道路情報便覧に存在しない地点です。
→ 参照元回答書の内容が古い場合に発生します。

• 参照不可地点は画面上で明示されます。
→ どこを直せばよいかが分かります。

• 複製可能な地点・条件は引き継がれます。
→ 経路抽出方法などはそのまま利用できます。

• 再設定後は通常どおり経路設定を継続できます。
→ 申請を最初からやり直す必要はありません。
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■ 発行済み回答書を参照した新規申請の作成方法（続き）

（確認改良③）回答書の再利用

✓ 本画面は、発行済み回答書で選択されていた経路抽出方法を表示します。
✓ 本申請の経路抽出方法を選択し、「選択して次へ」ボタンをクリックします。

✓ 一部の車両が存在しなかった場合

経路抽出方法選択画面

➢ 本申請の経路抽出方法を選択し、
「選択して次へ」ボタンをクリック

➢ 起点・終点・経由地点パネルを
デフォルトで表示します

➢ 起点・終点・経由地点パネルを
地図表示上に表示します

✓ 元経路の参照チェックNGの場合には、再設定が必要な旨を
ダイアログにて表示します

✓ 元経路のチェックNGの場合には、「起点・終点・経由地点
パネル」に注釈を表示します。

起点・終点・経由地点設定画面
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■ 発行済み回答書を参照した新規申請の作成方法（続き）

（確認改良③）回答書の再利用

［未支払まで進んだ場合］

✓ 本画面は、通行可能経路を算出するための経路抽出方法を選択できます。
✓ 本画面では、既存回答書参照申請時には参照元回答書で選択されていた

経路抽出方法を表示し、内容を確認したうえで次の経路設定へ進みます。

経路抽出方法選択画面

✓ 本画面は、未支払まで進んだ申請を編集中経路一覧へ戻すこと
ができます。

✓ 本画面では、編集可能な状態へ移行する対象経路の内容を確認
し、移行の可否を判断します。

編集中経路一覧への移行確認画面（新設）

➢ 再編集する場合、
「編集中経路一覧へ移行」ボタンをクリック

➢ 内容を確認し、「編集中経路一覧へ移行」ボタンをクリック
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回答書への注意書きの追記

（確認改良④）

通行時の留意点を明確にし、現地規制を
踏まえた適切な通行を促します

確認制度
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（確認改良④）回答書への注意書きの追記

【改良内容】

⚫ 回答書には、通行時は現地の通行規制や道路状況に従って通行する必要があることを明記しました。
⚫ 確認された経路であっても、工事や災害などにより通行条件が変わる場合がありますので、通行の

際は、現地の交通規制や道路標識、道路管理者が公表する情報を確認のうえ通行してください。

【効果】

➢ 通行時の留意点を明確にし、現地規制を踏まえた適切な通行を促します。
※ なお、本対応は、通行許可の範囲や条件を変更するものではなく、通行時の注意事項をより

 分かりやすく示すためのものです。

 回答書 帳票

✓ 回答書には、次のような通行時の留意点が記載されます。
• 工事や災害等により道路状況が変化する場合があるため、

通行前に交通情報等を確認すること
• 回答書に記載された条件を遵守して通行すること
• 通行時は回答書（電子データ可）を携行し、提示を求め

られた場合は速やかに提示すること
• 道路法・道路交通法等の関係法令を遵守し、現地の交通

規制や道路標識に従って通行すること
• 水底トンネルや長大トンネル等については、危険物積載

車両の通行が制限される場合があるため、道路管理者の
公示情報や公表情報を確認すること【内容追加】

改良後

追記



19

車両の追加・削除・入替

（確認改良⑤）

車両構成の変更に柔軟に対応できるよう
にし、再申請の手間を軽減します

確認制度
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（確認改良⑤）車両の追加・削除・入替

【改良内容】

⚫ 有効期限内の回答書について、審査結果に影響しない範囲で、トレーラの追加・削除・入替が可能
となりました。

⚫ これにより、回答書を有効に活用しながら、実際の運用に応じた車両構成の調整が行えます。

【効果】

➢ 車両構成の変更に柔軟に対応できるようにし、再申請の手間を軽減します。
※本対応は、通行確認制度の対象となる回答書に限り適用されます。

<Check！>
➢ 対象はトレーラのみです
➢ 審査結果に影響しない範囲での追加・削除・入替が可能です
➢ 新規申請は不要です
➢ 回答書番号および有効期限は変わりません
※ 審査結果に影響する車両諸元変更はできません。

確認済経路一覧画面

✓ 本画面では、過去に発生した回答書を一覧で表示し、
回答書情報を閲覧できます。

改良後

➢車両追加削除欄を追加

➢車両の変更・削除を
行う該当回答書の選択
ボタンをクリック

➢インフォメーションを
確認して進む



21

（確認改良⑤）車両の追加・削除・入替

■ 発行済み回答書の車両の追加・削除・入替の操作方法（続き）

➢インフォメーション
を確認後

車両追加削除画面（新設）

✓ 本画面では、有効期限内の回答書について、
トレーラの追加・削除・入替を行う。

➢ 車両追加する場合は、「車両呼び出し」ボタンをクリックします
➢ 車両削除する場合は、対象を選択して、「削除」ボタンをクリックします

トレーラ呼び出し画面（新設）

✓ 本画面では、登録済みのトレーラを一覧から選択し、申請や車両
グループに呼び出して利用します。

✓ 既に登録されているトレーラ情報を再入力する必要はありません。

➢ 追加するトレーラに選択を入れ、「経路確認車両に追加」ボタンをクリックすると、
回答書に含まれる車両一覧に、選択したトレーラが追加されます

<Check！>
➢ その他軸種、ダブル連結トラックは対象外になります
➢ すでに設定済みの車両や廃止された車両は、一覧には表示されません
➢ 有効期限切れまたは未登録（未支払い）の車両を選択した場合、

「経路確認車両に追加」ボタン押下時にチェックエラーとなります
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（確認改良⑤）車両の追加・削除・入替

■ 発行済み回答書の車両の追加・削除・入替の操作方法（続き）

➢インフォメーション
を確認後

車両追加削除画面（新設）

✓ 本画面では、有効期限内の回答書について、
トレーラの追加・削除・入替を行う。

➢ 車両編集後、「回答書再発行」ボタンを
クリックすると、操作確認が表示されます

➢ 「はい」をクリックすると、回答書が再発行されます。
（確認済経路一覧画面に戻ります）

■ チェックエラーとなるケース

➢ 追加できない車両が含まれている場合は、再発行
できません。車両設定の見直しを行ってください。

➢ 回答書に「経路確認時の車両一覧表
（増減履歴）」帳票が追加されます。
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更新申請時の入力内容の取扱いの明確化

（許可改良①）

更新申請時の操作範囲を明確にし、
申請内容の誤りや手戻りを防止します

許可制度
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（許可改良①）更新申請時の入力内容の取扱いの明確化

【改良内容】

⚫ 更新申請は、すでに許可されている内容を変更せず、許可期間のみを更新する手続です。
⚫ そのため、更新申請では、申請内容の一部について入力・変更ができません。

【効果】

➢ 更新申請と新規・変更申請の違いを明確にし、申請内容の誤りや手戻りを防止します。
※本対応は、更新申請の取扱いを分かりやすくするためのものであり、許可制度の要件や審査内容を

変更するものではありません。

 経路一覧（デジタル地図）画面

✓ 更新申請時における申請経路の反転操作は不可とします。

改良後現状
 申請書入力（更新）画面
✓ 更新申請時においては、原則として、申請日および通行終

了日のみを入力対象とします。

➢入力可能項目以外は
非活性 (編集不可)
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通行確認制度への案内メッセージ表示

（許可改良②）

申請内容に応じて適切な制度を選択し
やすくし、申請手続の効率化を図ります

許可制度
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（許可改良②）通行確認制度への案内メッセージ表示

【改良内容】

⚫ 申請内容が通行確認制度の対象となる場合には、申請画面上に、通行確認制度を利用できる旨の
案内メッセージが表示されます。

⚫ この案内により、申請内容に応じて、より簡便な手続が可能な制度があることを確認できます。

【効果】

➢ 申請内容に応じた制度を選択しやすくし、申請手続の効率化を図ります。
※ なお、案内メッセージは、通行確認制度の利用可否をお知らせするものであり、利用にあたっては、

 制度の要件を満たしている必要があります。

 申請書作成状況一覧画面

✓ 申請書作成予約時に、通行確認制度の利用可否を自動チェックし、
条件を満たす場合は、次のような案内メッセージを表示します。

改良後

➢メッセージ欄に、利用可否
の案内メッセージを表示

○メッセージ内容
「即時通行可能となる特殊車両通行確認制度が利用できる申請内容です。

（経路に重要物流道路等を含み、ETC2.0車載器登録が必要です）」

<Check！>
以下の条件を満たしている場合にメッセージが表示されます。
① 通行経路に未収録道路や未採択道路（手入力区間）が含まれてい

ない
② 自動算定結果に個別審査・個別協議や通行不可がない



27

許可証への注意書きの追記

（許可改良③）

通行時の留意点を明確にし、現地規制を
踏まえた適切な通行を促します

許可制度
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（許可改良③）許可証への注意書きの追記

【改良内容】

⚫ 許可証には、通行時は現地の通行規制や道路状況に従って通行する必要があることを明記しました。
⚫ 許可された経路であっても、工事や災害などにより通行条件が変わる場合がありますので、通行の

際は、現地の交通規制や道路標識、道路管理者が公表する情報を確認のうえ通行してください。

【効果】

➢ 通行時の留意点を明確にし、現地規制を踏まえた適切な通行を促します。
※ なお、本対応は、通行許可の範囲や条件を変更するものではなく、通行時の注意事項をより

 分かりやすく示すためのものです。

 許可証 条件書（裏面）帳票

✓ 許可証には、次のような通行時の留意点が記載されます。
• 工事や災害等により道路状況が変化する場合があるため、

通行前に交通情報等を確認すること
• 許可証に記載された条件を遵守して通行すること
• 通行時は許可証を携行し、提示を求められた場合は速や

かに提示すること
• 道路法・道路交通法等の関係法令を遵守し、現地の交通

規制や道路標識に従って通行すること
• 水底トンネルや長大トンネル等については、危険物積載

車両の通行が制限される場合があるため、道路管理者の
公示情報や公表情報を確認すること【内容追加】

改良後

追記
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